
  
  
  
  

地域メディアとしての屋外広告物

－屋外広告物の景観協議を通して－

株式会社 カラープランニングセンター 田邉 学
たなべ まなぶ

１１ 屋屋外外広広告告物物制制度度とと景景観観協協議議

（１）屋外広告物の規制・誘導（量的規制から質

的誘導へ）

屋外広告物は現在、屋外広告物法（昭和 年法

律第 号）に基づき、都道府県や市町村で制定

された屋外広告物条例によって規制されている。

屋外広告物法は、制定当初から基本的な枠組みの

みを定め、屋外広告物規制の具体的な内容は条例

に委ねてきたことから、規制内容には地域差が大

きいことが指摘されている。一方、憲法に定める

表現の自由との兼ね合いから、個々の広告の表現

に関する制限は行われておらず、現在の屋外広告

物規制の基本は「設置場所に応じた量の規制」と

いう点で概ね一致する。

平成 年に景観法（平成 年法律第 号）

が制定されると、屋外広告物法の目的に「良好な

景観を形成する」ことが加わり、屋外広告物につ

いても各地域で定める景観計画と連携し、地域性

を加味した規制・誘導が行われるようになってき

た。例えば、色彩は有効な表現手段のひとつであ

り、従来は「美風風致の維持」と「公衆に対する

危害の防止」の観点から、表現の自由を阻害しな

図 広島市屋外広告物条例による色彩の規制体系

特集 屋外広告物行政の新たな展開可能性について
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い程度に必要最小限の規制が行われてきたが、景

観法の制定（景観計画の策定）を契機に、景観形

成の観点から「地域性や場所性を加味した質的あ

り方」が問われるようになり、エリアごとに色彩

の鮮やかさの上限値を定める屋外広告物条例（施

行規則）などもみられるようになってきた。

景観法は、地域の景観に大きな影響を与える大規

模建築物等の形態・意匠を一部制限することに加

え、届出を通して景観形成基準への適合性を確認

するとともに、事前協議制度を通して地域の景観

と個別計画のすり合わせを行い、より積極的な地

域貢献へとつなげるしくみを定着させた点におい

て、近年のまちづくりに大きな成果をもたらして

いる。近年、景観条例等を根拠として、こうした

景観まちづくりに関する対話の制度が屋外広告物

の計画においても取り入れられるようになってき

ており、従来の量の規制を超えて、地域固有の景

観との調和を加味した質の誘導が行われはじめて

いる。

時代性や技術の変化に対応し、屋外広告物の設

置場所や表示形態なども変化している。エリアマ

ネジメント広告やデジタルサイネージなどは新し

い媒体であり、これらの上手な活用は屋外広告の

将来を切り開くことにもつながる一方、景観協議

のテーマとしては実績も少なく担当者の頭を悩ま

せる難しい課題にもなっている。

（２）屋外広告物の景観協議

私は美術大学でデザインを学び、主に景観色彩を

専門とするコンサルタントとして活動しているが、

色彩と同様に景観の表層に位置し、規制・誘導の

効果が高い要素として屋外広告物にも着目してき

た。平成 年に全市域を景観計画区域とする景観

計画として全国で初めて策定された「小田原市景

観計画」の検討にもコンサルタントとして関わる

機会をいただき、景観条例と並行し一体的な地区

指定に基づいて制定した「小田原市屋外広告物条

例」における色彩基準の検討に従事するなど、景

観形成の観点にたった屋外広告物の意匠のあり方

について経験を重ねてきた。こうした経緯から、

現在、首都圏を中心にいくつかの行政団体から景

観アドバイザー等の委嘱を受け、色彩や屋外広告

物の景観協議を担当している。

ここでは、これまでの実績を踏まえ、屋外広告

物の景観協議でそのような対話や調整が行われて

図 小田原市屋外広告物条例による色彩の規制例（小田原市色彩景観のてびき）
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いるか、特徴的な部分をかいつまんでご紹介した

い。本来は、個別の事例を挙げて解説することが

より深い理解につながるものであるが、守秘義務

や情報保護の観点からぼやけた紹介となってしま

うことをご容赦いただきたい。

①景観協議の特徴

・協議対象

現状、私が委嘱を受けている行政団体では、景

観条例を根拠に協議を行っている例が多く、景観

計画に位置づけられた重点地区等に設置されるも

の、屋外広告物条例上の許可対象となるもののう

ち特に規模の大きいものなど、概して地域の景観

に大きな影響を与える場所、規模のもので、設置

にあたって許可や届出の手続きが必要な屋外広告

物を対象に景観形成上の調整機会を付加している。

デジタルサイネージについては、設置予定の広告

業者から事前相談を受けることが多く、こうした

機会を捉えて許可手続きに満たない規模のもので

も協議の対象に含めている例（千代田区など）が

多い。

・協議の出席者

協議の出席者は、屋外広告物の管理・施工業者

が中心であるが、業界構造として特に大手企業の

案件では広告業者側にデザイン等の裁量権がほと

んど与えられていないことが多く、協議を行って

も具体的な妥協点が見いだせず調整が行き詰まる

ことも少なくない。このため必要に応じ、広告主

側の出席を求めている例（世田谷区など）も見ら

れる。

このほか、建築物の新築にあわせて屋外広告物

を設置する場合は、建築物の外観への収まりなど

も確認・調整する必要があるため、建築物の設計

者や事業者を含めた一体的な協議を行っている

（千代田区、港区など）。

・開催頻度

建築物と比較して屋外広告物は計画から実施ま

での工程が短く、短期間で物事が決まることから

景観の調整もそのスケジュールに乗るように実施

する必要がある。このため、屋外広告物の総量が

多い都心部の景観アドバイザー協議は、月２回（千

代田区）、月４回（港区）など、建築物よりもかな

り高頻度にスケジューリングされている。総量の

少ない行政団体では必要に応じて開催すればよい

が、景観アドバイザーほか関係者のスケジュール

調整が必要になるため、あらかじめ月２回程度の

スケジュールを仮設定しておく例（世田谷区）も

ある。いずれにしても、屋外広告物のデザインを

調整できるタイミングはごく限られており、これ

を逃さないよう協議の機会を設定することが重要

である。

②景観協議の内容

・壁面や屋上などに設置される一般的な広告物

一般的な壁面広告や屋上広告の場合、場所に応

じた大きさ（表示面積）、色使い、情報量（文字数）、

文字高（文字のサイズ）など、あらかじめガイド

ライン等で示された配慮事項の反映確認を行いつ

つ、周囲の屋外広告物の設置状況や同じ建物内で

の広告物相互の配置などを確認・調整している。

要素の調整が基本とはなっているものの、広告物

は一定の概念を伝えるメッセージ性を持っている

ため、そのメッセージが公益的に大きな問題がな

いかという点も避けては通れない調整ポイントで

ある。人権侵害や暴力、露骨な性表現等が問題に

なるケースはほとんどみられないが、表示内容が

街の品位や来街者の印象に悪影響を与えることが

想定される場合、そのメッセージの強さを調整す

ることで、屋外広告物が景観の阻害要因と捉えら

れないよう配慮を求めることがある。具体的には

直接的な価格訴求や、恐怖感や暴力性を感じさせ

るような表現などである。広告のわかりやすい目

的のひとつに見る人にインパクトを与えることが

挙げられると思うが、インパクトは日本語では「衝

撃」と訳すこともでき、広告物を見るたびに衝撃

を食らうような景観であっては、落ち着いて買い

物をすることもできない。一部表現の自由にも入

り込む調整であるが、広告主の理解を得ながら、

広告単体としての訴求力だけでなく、広告の置か

れる景観や来訪者に与えるであろう印象も考慮に

入れていただき、できる部分を少しでも調整いた

だいているというのが実態である。
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屋外広告物の設置使用料は掲出場所ひいては地

域の価値によって大きく左右される。媒体を管理

している屋外広告物業者には、高い金を払ってい

るから何をやっても許されるという感覚ではなく、

中長期的な視点で場所の価値を維持、向上させて

いくこと、またそのことが広告業界の存在意義を

高めることにもつながるという感覚を共有してい

ただきたいのである。

・デジタルサイネージ

デジタルサイネージについては現在、駅周辺や

主要交差点付近など、視認性に優れた立地の陣取

り合戦のような状況が繰り広げられている。都心

部の好立地が埋まりつつある今日では、その競争

が郊外へと波及しつつあり、私が景観アドバイザ

ーを務める千葉県内の行政団体でも、駅前のイン

パクトの強い立地に大規模なデジタルサイネージ

が突如として計画されるケースが相次いでいる。

こうした傾向は今後も続くものと思われ、郊外で

も乗換駅のように視認性が高い場所には大規模な

デジタルサイネージが設置されることを見越して、

景観の協議調整でできるような仕組みやガイドラ

イン等を準備しておくことが必要になるだろう。

これらの事例のように、デジタルサイネージの

計画はまずは場所の確保から始まる。また、一旦

設置されると個別の映像コンテンツについて、逐

一調整していくことが難しくなる場合も多いこと

から、設置前の計画段階で地域特性を踏まえたコ

ンテンツのあり方を共有しておくことが大切であ

る。

具体的には、映像装置の大きさや、映像の明る

さを表す輝度、映像を放映する時間帯、基本的な

映像のサイクルなど、装置のスペックや運用方法

の確認・調整を基本としつつ、道路に面して設置

される場合は、交通安全上の配慮から信号などと

の誤認が懸念される特定の色使いやドライバーの

視線を誘うような点滅表現なども確認・調整して

いる。音については屋外広告物法の規制対象外で

あるが、同じ場所から短いサイクルで同じ音声が

繰り返し発生することになるため、環境規制等を

目安にしつつ音声を極力控えるよう協力を求めて

いる。

デジタルサイネージも一般的な広告物と同様に

要素の調整が基本であるが、コンテンツについて

は、視聴者を幻惑するような高輝度の点滅や急速

な場面転換、規則的なパターン模様の使用など、

特定の映像手法を抑制するよう求めている。これ

ら映像手法に関する配慮は、「アニメーション等の

映像手法に関するガイドライン（日本放送協会、

日本民間放送連盟）」を参考としている。 年

に発生した「ポケモンショック」（特定の映像表現

を原因として一部視聴者が光過敏症発作を起こし

た事件）を契機に、放送業界が整備したものであ

る。

都心部のデジタルサイネージには、テレビコマ

ーシャルと同じコンテンツが流用されるケースが

少なくないが、道路などの公共空間に向けて宣伝

を行い、オンオフやチャンネルの選択ができない

デジタルサイネージという媒体特性を踏まえると、

映像をそのまま放映することが環境にそぐわ

ないケースもあることを付記しておきたい。また、

デジタルサイネージの社会貢献の一環として放映

される公共団体のコンテンツの中にも、インパク

ト重視で街頭のデジタルサイネージにはそぐわな

い表現が少なくないことは大変残念に感じている。

・エリアマネジメント広告

エリアマネジメント広告は、マネジメント団体

が独自の自主審査機関を持っているため、景観条

例等の手続きとはある程度切り離した運用が行わ

れている。私が参加している二子玉川地区（東京

都世田谷区）では、対象区域（公共空間）内のす

べての屋外広告物を対象として審査を行っている。

審査委員は、地域の商業者、行政に加え、広告、

建築、地域まちづくりの専門家などで構成されて

いる。

公共空間を利用することから、その審査が丁寧

に行われることは当然のこと、地域からの率直で

素朴な意見も取り入れるように会議が運営されて

いる点に好感をもっている。また、新宿や渋谷な

どのターミナル駅周辺とは異なり、住宅地を後背

地に持つ二子玉川駅という拠点の特性から、広告
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掲出を希望する広告主とエリアとの関係性がわか

りやすく、ほとんどの場合、エリア内で掲出する

側と見る側のサイクルが完結していることもあり、

広告の内容や表現は地域のイメージとの親和性が

高い。

エリアマネジメント広告物の基本として、地域

からの理解と共感を得やすい「親和性」という観

点はとても重要だと思う。地域外の事業者が広告

主となる場合でも、地域のイメージにすり合わせ

るよう、例えば文字を少し小さくするなど可能な

範囲の調整をお願いし実施に反映してもらってい

る。また、エリアマネジメント広告の下部には必

ず「この広告収益はまちづくり活動へ還元されま

す。」というコメントを入れている。広告物が地域

貢献にもつながっていることを、区民をはじめ多

くの来街者に共有していただくためである。

２２ 屋屋外外広広告告物物制制度度・・業業界界・・行行政政へへのの期期待待

本稿では、屋外広告物の景観協議の一端を紹介

することを通して、屋外広告物と地域社会との共

存のあり方を提案したいと考えている。そのなか

で、特に新しい広告手法であるエリアマネジメン

ト広告やデジタルサイネージについては、そのあ

り方や協議・調整方法に頭を悩ませている行政団

体も少なくないと思う。ここでは、限られた経験

なりに私が感じている、屋外広告物と地域社会の

共存に向けた制度、業界、行政への期待をまとめ

ておきたい。

（１）事例やエビデンスの共有

エリアマネジメント広告やデジタルサイネージ

は、大都市を中心に運用の事例が蓄積されつつあ

る。しかしながらそうした知見は、各団体や担当

者といった限られた範囲にとどまっており、広く

共有されている状況にない。また、屋外広告物行

政においては、慢性的な人手不足も指摘されてお

り、違反是正も十分に行うことのできない状況の

中、新たな課題への対応が難しくなるのはやむを

得ない面もある。こうしたなかで期待されるのは

先進的な事例やエビデンスを共有し、地方や小都

市でも新しい広告手法への備えができるよう環境

写真 二子玉川地区のエリアマネジメント広告
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掲出を希望する広告主とエリアとの関係性がわか

りやすく、ほとんどの場合、エリア内で掲出する

側と見る側のサイクルが完結していることもあり、

広告の内容や表現は地域のイメージとの親和性が

高い。

エリアマネジメント広告物の基本として、地域

からの理解と共感を得やすい「親和性」という観

点はとても重要だと思う。地域外の事業者が広告

主となる場合でも、地域のイメージにすり合わせ

るよう、例えば文字を少し小さくするなど可能な

範囲の調整をお願いし実施に反映してもらってい

る。また、エリアマネジメント広告の下部には必

ず「この広告収益はまちづくり活動へ還元されま

す。」というコメントを入れている。広告物が地域

貢献にもつながっていることを、区民をはじめ多

くの来街者に共有していただくためである。

２２ 屋屋外外広広告告物物制制度度・・業業界界・・行行政政へへのの期期待待

本稿では、屋外広告物の景観協議の一端を紹介

することを通して、屋外広告物と地域社会との共

存のあり方を提案したいと考えている。そのなか

で、特に新しい広告手法であるエリアマネジメン

ト広告やデジタルサイネージについては、そのあ

り方や協議・調整方法に頭を悩ませている行政団

体も少なくないと思う。ここでは、限られた経験

なりに私が感じている、屋外広告物と地域社会の

共存に向けた制度、業界、行政への期待をまとめ

ておきたい。

（１）事例やエビデンスの共有

エリアマネジメント広告やデジタルサイネージ

は、大都市を中心に運用の事例が蓄積されつつあ

る。しかしながらそうした知見は、各団体や担当

者といった限られた範囲にとどまっており、広く

共有されている状況にない。また、屋外広告物行

政においては、慢性的な人手不足も指摘されてお

り、違反是正も十分に行うことのできない状況の

中、新たな課題への対応が難しくなるのはやむを

得ない面もある。こうしたなかで期待されるのは

先進的な事例やエビデンスを共有し、地方や小都

市でも新しい広告手法への備えができるよう環境

写真 二子玉川地区のエリアマネジメント広告

を整えていくことである。

エリアマネジメント広告について、エリアマネ

ジメント団体が地域に対する責任と愛着を持って

その運用を管理しているようなケースでは、公共

空間にふさわしい質と地域への親和性を備えた広

告物が増えてきているように感じる一方、同じよ

うに公共空間を利用した広告物でも、行政団体主

導の公的不動産活用広告のなかには、公共空間に

ふさわしい景観上の調整がなされているとは感じ

がたいものも散見される。公的不動産の有効活用

に異議を唱えるものではないが、特に単発的な許

可の特例を得て掲出される屋外広告物については、

一般の許可基準よりも一段厳しい目でそのあり方

をジャッジする必要があり、そうした配慮のポイ

ントが共有されるよう公的不動産活用広告の景観

ガイドライン等を定めていくことや民間の専門家

に協議調整を委ねるなどの方法も考えられる。

デジタルサイネージについては、過度な表現と

ならないために、光や音などの要素を一定程度抑

えるという手段が一般化しつつあるものの、その

程度や場所ごとの限界値など、科学的・客観的な

根拠が十分に示されていない。現在、さいたま市

や大阪市などが、輝度の上限値を定めた規制・誘

導を行っており、一部には輝度に応じた眩しさの

感じ方の実験結果が示されるなど、数値の根拠に

なり得る情報が提示されつつある。一方、デジタ

ルサイネージが景観に与える影響に関しては、光

という一面だけを捉えても十分な調査研究が進ん

でいる状況とはいいにくい面もあり、国がこのよ

うな調査研究を支援し、そこから得られたエビデ

ンスを広く共有していくような動きにも期待した

い。

（２）屋外広告業界の社会的活動とその支援

地域の景観まちづくりに際して、現在の屋外広

告物業界はあくまで受身の姿勢であり、業界から

の地域への働きかけが弱いように感じる面もある。

屋外広告物は許可行政によってコントロールされ

ており、零細な事業者も多いことから、そのよう

にならざるを得ない面もある。また、日本の屋外

広告業界は、歴史的経緯から交通広告や野立広告、

屋外看板広告など、広告の設置場所や対象ごとに

業界団体が細分化されており、そうした棲み分け

により業界が一丸となったアクションを起こしに

くい構造があることも指摘されている。

一方、特にデジタルサイネージなどは今後、業

界が継続的な発展を考えるうえで欠くことのでき

ない重要なコンテンツであり、何をどのように調

整すれば安心して許可が出せるのか、行政が納得

できるような自主ガイドラインを業界として示し

ていくような動きにも期待したい。もとより、ア

メリカやヨーロッパでは、デジタルサイネージの

エリア別ガイドラインを業界団体が策定し、それ

を行政が認定して運用を行っている例も見られる

という。現状、国内での景観協議は、懸念される

影響を最小限に抑え込むような調整が行われてい

ることも否めないため、デジタルサイネージの可

能性を切り開く観点からも、規制一辺倒でないデ

ジタルサイネージのあり方が示される意義がある。

現在、屋外広告物業界の地域連携方策のひとつ

として、各地でサインフォーラムが開催されてい

る。私も講演等で参加させて頂く機会があるが、

参加者は皆さん熱心であり、同じ業界の仲間とし

て連携する雰囲気も感じることができる。こうし

た活動が継続的に実施され、エリア内での情報交

換や懇親だけでなく、業界からの社会発信にも発

展していくよう、国や行政団体からの継続的支援

をお願いしたい。

（３）屋外広告物の協議専門家の育成

景観計画等の運用にあたっては、専門的知見を

有する景観アドバイザー等が関与する事前協議制

度が一般化してきた。私が委嘱を受けている千代

田区や世田谷区、板橋区、川崎市、鎌倉市などの

景観行政団体では、建築、都市計画、造園（ラン

ドスケープ）、色彩など各分野の専門家が対象事業

に対して助言を行う体制を整えている。このなか

で私は色彩と屋外広告物分野の専門家を兼務する

ことが多いが、屋外広告物に関する専門的知見を

有するアドバイザーは全国的にみてもごく少数で

あり、屋外広告物について課題意識を持つ行政団

体が専門家を交えた協議調整を行う意欲をもって
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も専門家の確保が難しいというのが実情ではない

だろうか。

屋外広告物に関わる景観の専門家が育ちにくい

背景として、第一に屋外広告物の法制度は想像以

上に複雑であり地域差も大きいため制度そのもの

の理解が難しいこと、第二に屋外広告物の事業は

建築分野のように設計と施工が分業化されておら

ず業界構造的に客観的な視点で案件の評価を行う

人材が生まれにくいこと、第三に景観アドバイザ

ーという職能そのものが生業として成立しにくく

積極的にアドバイザーをやってみたいという経営

的環境が整っていないこと等が挙げられると思う。

グラフィックデザインや広告戦略の知見と景観や

屋外広告物制度の知見を持ち合わせた人材が育ち

にくい社会状況があるということである。

一方、建築物の景観協議制度で一定の成果を挙

げた行政団体が屋外広告物にも意欲をもつという

のは自然な流れであり、今後、屋外広告物分野の

専門家のニーズは高まっていくことが想定される。

現在、国では国土交通大学校や全国建設研修セン

ターなどでは景観・まちづくり分野の研修プログ

ラムが実施されており、その一部に屋外広告物が

位置づけられているが、こうした研修において、

屋外広告物に特化したより専門性の高いプログラ

ムを実施したり、 を利用した学習ツールを提

供するなど、専門家育成にむけての環境整備が期

待される。表現の多様化が進む昨今の状況を踏ま

えると、デザインや法制度だけでなく、光や音、

またそれらがもたらす心理的影響、 など、関係

分野の専門家も加わった育成プログラムの構築を

望みたい。また、こうした研修等を通して一定の

知見を得た景観アドバイザーを登録制としてニー

ズのある行政団体に派遣したり、その際にボラン

ティアのような状況にならないよう一定の報酬水

準を確保するなど、専門家が活躍しやすい環境を

整えることも大切である。

３３ 地地域域をを明明るるくく楽楽ししくくすするる、、地地域域メメデディィアアとと

ししててのの屋屋外外広広告告物物

屋外広告物の景観協議の実際を中心に、また今

日的なトピックとして、エリアマネジメント広告

やデジタルサイネージの考察を行ってきた。

地域主体のまちづくりという観点からエリアマ

ネジメント広告が発達し、屋外広告物における

という観点からデジタルサイネージが普及してき

ている。社会的背景に鑑みれば自然な流れである

が、景観形成という視点に立つと「屋外広告物は

地域の景観に害を与える」という見方も根強く、

特に従来規制されていた場所に設置されるエリア

マネジメント広告や光や音、動きにより従来にな

い表現を可能とするデジタルサイネージにおいて、

これまで以上の配慮が求められるのは当然のこと

である。

日頃から屋外広告物の協議・調整に関わる身と

して、宣伝広告媒体としての屋外広告物の最大の

特徴は、一定の場所に定着して宣伝・広告を行う

「地域メディア」であるという点にあると感じて

いる。この視点で必要なのは、周辺に迷惑をかけ

ないといったネガティブ・チェック的な配慮にと

どまらず、地域との親和性があるのはもちろんの

こと、屋外広告物の存在が地域をより明るく楽し

くしていると多くの人が感じられるような、より

積極的な景観への貢献ではないかと思う。

例えば、二子玉川の事例では、エリアマネジメ

ント広告として交通広場に隣接した公共空間で屋

外広告物の掲出を行っているが、広告を通して、

地元・世田谷区をフランチャイズとするラグビー

チームを応援する機運が醸成されたり、良質なイ

ラストを使った季節のイベント告知により来街者

が季節感を先取りできるような「地域メディア」

としての活用が進み定着しつつある。また、エリ

ア内のデジタルサイネージには宣伝広告だけでな

く定期的に来街者を取り込んだ環境映像がながれ、

サイネージの前で子どもたちが楽しそうにダンス

を踊る光景などがみられるなど、屋外広告物が地

域の人々の生活のなかに、ごく自然に受け入れら

れている。

エリアマネジメント広告は地域活動資金の獲得

手段であり、デジタルサイネージは限られたスペ

ースでより多くの訴求力ある宣伝を行うための表
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も専門家の確保が難しいというのが実情ではない

だろうか。

屋外広告物に関わる景観の専門家が育ちにくい

背景として、第一に屋外広告物の法制度は想像以

上に複雑であり地域差も大きいため制度そのもの

の理解が難しいこと、第二に屋外広告物の事業は

建築分野のように設計と施工が分業化されておら

ず業界構造的に客観的な視点で案件の評価を行う

人材が生まれにくいこと、第三に景観アドバイザ

ーという職能そのものが生業として成立しにくく

積極的にアドバイザーをやってみたいという経営

的環境が整っていないこと等が挙げられると思う。

グラフィックデザインや広告戦略の知見と景観や

屋外広告物制度の知見を持ち合わせた人材が育ち

にくい社会状況があるということである。

一方、建築物の景観協議制度で一定の成果を挙

げた行政団体が屋外広告物にも意欲をもつという

のは自然な流れであり、今後、屋外広告物分野の

専門家のニーズは高まっていくことが想定される。

現在、国では国土交通大学校や全国建設研修セン

ターなどでは景観・まちづくり分野の研修プログ

ラムが実施されており、その一部に屋外広告物が

位置づけられているが、こうした研修において、

屋外広告物に特化したより専門性の高いプログラ

ムを実施したり、 を利用した学習ツールを提

供するなど、専門家育成にむけての環境整備が期

待される。表現の多様化が進む昨今の状況を踏ま

えると、デザインや法制度だけでなく、光や音、

またそれらがもたらす心理的影響、 など、関係

分野の専門家も加わった育成プログラムの構築を

望みたい。また、こうした研修等を通して一定の

知見を得た景観アドバイザーを登録制としてニー

ズのある行政団体に派遣したり、その際にボラン

ティアのような状況にならないよう一定の報酬水

準を確保するなど、専門家が活躍しやすい環境を

整えることも大切である。

３３ 地地域域をを明明るるくく楽楽ししくくすするる、、地地域域メメデディィアアとと

ししててのの屋屋外外広広告告物物

屋外広告物の景観協議の実際を中心に、また今

日的なトピックとして、エリアマネジメント広告

やデジタルサイネージの考察を行ってきた。

地域主体のまちづくりという観点からエリアマ

ネジメント広告が発達し、屋外広告物における

という観点からデジタルサイネージが普及してき

ている。社会的背景に鑑みれば自然な流れである

が、景観形成という視点に立つと「屋外広告物は

地域の景観に害を与える」という見方も根強く、

特に従来規制されていた場所に設置されるエリア

マネジメント広告や光や音、動きにより従来にな

い表現を可能とするデジタルサイネージにおいて、

これまで以上の配慮が求められるのは当然のこと

である。

日頃から屋外広告物の協議・調整に関わる身と

して、宣伝広告媒体としての屋外広告物の最大の

特徴は、一定の場所に定着して宣伝・広告を行う

「地域メディア」であるという点にあると感じて

いる。この視点で必要なのは、周辺に迷惑をかけ

ないといったネガティブ・チェック的な配慮にと

どまらず、地域との親和性があるのはもちろんの

こと、屋外広告物の存在が地域をより明るく楽し

くしていると多くの人が感じられるような、より

積極的な景観への貢献ではないかと思う。

例えば、二子玉川の事例では、エリアマネジメ

ント広告として交通広場に隣接した公共空間で屋

外広告物の掲出を行っているが、広告を通して、

地元・世田谷区をフランチャイズとするラグビー

チームを応援する機運が醸成されたり、良質なイ

ラストを使った季節のイベント告知により来街者

が季節感を先取りできるような「地域メディア」

としての活用が進み定着しつつある。また、エリ

ア内のデジタルサイネージには宣伝広告だけでな

く定期的に来街者を取り込んだ環境映像がながれ、

サイネージの前で子どもたちが楽しそうにダンス

を踊る光景などがみられるなど、屋外広告物が地

域の人々の生活のなかに、ごく自然に受け入れら

れている。

エリアマネジメント広告は地域活動資金の獲得

手段であり、デジタルサイネージは限られたスペ

ースでより多くの訴求力ある宣伝を行うための表

示手段である。紛れもない事実であり、実際にそ

うした媒体の背景が強調されるあまり、地域のイ

メージを損ないかねない危うい表現の屋外広告物

も各地で散見される。しかしながら、屋外広告物

に関わる方々には、媒体の背景以前に、屋外広告

物が一定の場所に定着する「地域メディア」であ

るということを忘れないでいただきたい。「地域を

明るく楽しく」という視点で媒体を育てていけば、

「屋外広告物は害である」という見方も自ずと減

り、長い目で見て屋外広告業界の衰退の抑制と発

展にもつながるのではないだろうか。

私は、屋外広告物の景観協議を通して、常に掲

出場所に応じた何らかの配慮ができないかを問い

かけ、些細なことでも具体的な調整を行い、決し

てゼロ回答にならないようにお願いをしている。

屋外広告物も地域の景観の重要な要素であり、広

告を表示掲出する立場の方々にもそのような自覚

を持ち、ほんの少しでも地域を明るく楽しくする

まちづくりに参加した、という実感を味わってい

ただきたいと考えるからである。
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